
船舶事故調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１月５日 １８時３０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重式
み え し き

見
み

港（神楽
か ぐ ら

島北北東方沖の浅所） 

 三重式見港三重南防波堤東灯台から真方位１９５°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４８.０′ 東経１２９°４５.９′） 

事故の概要  プレジャーボートあゆみ丸は、南南西進中、左転して浅所に乗り揚

げた。 

事故調査の経過 令和６年１月１６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート あゆみ丸、７.９トン 

 ＮＳ２－１０８１９（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９３－２２６７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１２６cm（長崎） 

日没時刻：１７時２８分ごろ 

常用薄明終了時刻：１７時５５分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、長崎市長崎港第１区の係留場所を

出航し、長崎県西海
さいかい

市瀬戸
せ と

港南方沖での釣りを終え、三重式見港に寄

港して造船所で自動操舵装置の点検を受け、同港の岸壁から帰航を開

始した。 

船長は、三重式見港への入出港が初めてであり、入航時に南防波堤

の西側を航行した際、同防波堤の東側を本船より大きな漁船が航行し

ているのを見掛けたので、航程を短縮しようと同防波堤の東側を航行

することとした。 

船長は、レーダー及び広域表示としたＧＰＳプロッターを作動さ

せ、約５ノットの対地速力で手動操舵により航行し、操縦席に両膝を

立てた姿勢で、操舵室の天窓から顔を出して目視で周囲を確認しなが

ら南防波堤の東側を通過し、左舷側の陸岸に沿って南南西進した。 

船長は、ふだん日没前に帰航しており、夜間に航行するのが初めて

であったので、陸岸との距離感が掴
つか

めず、前方の神楽島の島影が近く

感じ、予定の変針方向である南東方へ変針しようと左転を開始したと

ころ、本船が同島北北東方沖の浅所（以下「本件浅所」という。）に

乗り揚げた。 



船長は、直ちに携帯電話で１１８番通報を行った。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍで、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、釣りを終えて航行中に自動操舵装置の不調が生じ、急きょ

三重式見港に寄港することになったので、事前に海図等に当たって水

路調査を行うことができず、本件浅所の存在を知らなかった。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの画面を広域表示としてお

り、また、天窓から顔を出して目視のみに頼って航行していたので、

本件浅所の存在に気付かなかったと本事故後に思った。 

船長は、三重式見港を出航するに当たり、周囲が暗くなっていたこ

ともあり、航程の短縮をせずに入航時と同じ航路を航行していれば良

かったと本事故後に思った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 

 

本船は、南南西進中、船長が、本件浅所の存在を知らずに左転を開

始したことから、本件浅所に向かう進路となり、本件浅所に乗り揚げ

たものと考えられる。 

船長は、夜間、ＧＰＳプロッター及びレーダーを活用せずに目視の

みで船位を確認しながら航行中、前方の神楽島の島影が近く感じたこ

とから、予定の変針方向である南東方へ変針しようと左転を開始した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が南南西進中、船長が、目視のみで船位を確

認し、前方の神楽島の島影が近く感じた際、予定の変針方向である南

東方へ変針しようと本件浅所の存在を知らずに左転を開始したため、

本件浅所に向かう進路となり、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、航行中、目視のみならず、レーダーやＧＰＳ

プロッター等の航海計器を適切に使用し、自船の位置を確認しな

がら航行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船の点検場所 

三重式見港 

南防波堤 

三重式見港三重南防波堤東灯台 

 
本船 
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事故発生場所 

（令和６年１月５日 

 １８時３０分ごろ発生） 
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